
大和市開発事業の手続及び基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月３０日 

大和市長 古谷田  力 

 

大和市規則第２９号 

大和市開発事業の手続及び基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

大和市開発事業の手続及び基準に関する条例施行規則（平成１９年大和市規則第８７号）の一部

を次のように改正する。 

第２条中「の意義」を削る。 

第２９条第２項に次の１号を加える。 

(3) 収用可能台数は、当該住宅の戸数（ただし、当該住宅の戸数が４００戸を超える場合にあっ

ては、当該住宅の戸数のうち、４００戸を超え８００戸までの部分の戸数に０．５を、８００

戸を超える部分の戸数に０．２５をそれぞれ乗じて得た数の合計に４００を加えた数）に１００

分の１を乗じて得た数以上とすること。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年１０月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、第２条

の改正規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第２９条第２項第３号の規定は、施行日以後に大和市開発事業の手続及び基準に関す

る条例（平成１９年大和市条例第４１号）第１８条の規定による届出を行う開発事業について適

用し、施行日前に同条の規定による届出を行った開発事業については、なお従前の例による。 


